
 

                             

指定地域密着型通所介護及び第１号通所事業（予防通所介護相当サービス） 

 

特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団が開設する特別養護老人ホーム高風園「そめ

やの里」（以下「事業所」という。）が行う指定地域密着型通所介護事業及び第１号通

所事業（予防通所介護相当サービス）の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を

確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、

機能訓練指導員及び介護職員等の従業者（以下「従業者」という｡)が、要介護状態、要

支援状態等にある高齢者（以下、「利用者」という。）に対し、適正な指定地域密着型

通所介護及び第１号通所事業（予防通所介護相当サービス）（以下「地域密着型通所介

護等」という。）を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の

特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必

要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及

び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとす

る。 

３ 第１号通所事業（指定予防通所介護相当サービス）の提供にあたっては、事業所の従

業者は、要支援者及び事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を

営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用

者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

とする。 

４  事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、

地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努

めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  (１) 名 称 特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」デイサービスセンター 

  (２) 所在地 高崎市新保町字塚越９９３番地 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

  (１) 管理者 １名（併設特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」園長と兼務） 

      管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

 



 

 (２) 生活相談員 １名以上 

    生活相談員は、利用者及び家族からの相談に応じるとともに、関係機関との連絡

調整等を行う。 

  (３) 看護職員 １名以上（非常勤職員１名、機能訓練指導員と兼務） 

看護職員は、各利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。 

  (４) 介護職員  １名以上 

    介護職員は、入浴介助等の日常生活上必要な介護を行う。 

 （５）事務職員 １名 

       事務職員は、必要な事務を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 施設の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 

  (１) 営業日 天災その他やむをえず業務を遂行できない日を除き、月曜日から土曜日

までとする。ただし、１２月３０日から１月３日までを除く。 

  (２) 営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

  (３) サービス提供時間 午前８時４５分から午後４時４５分までとする。 

 

（利用定員） 

第６条 地域密着型通所介護等の利用定員は１０名とする。 

 

（事業の内容及び利用料等） 

第７条 地域密着型通所介護等の内容は次のとおりとし、地域密着型通所介護等を提供し

た場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額（第 1 号通所事業においては高崎市介護

予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める額）とし、当該事業が法定代理受領サー

ビスであるときは、当該サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は第１号事業支

給費用基準額から事業所に支払われる居宅介護サービス費又は第１号事業支給費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

  （１）生活相談 

（２）健康状態の確認 

（３）日常生活動作の機能訓練 

（４）食事の提供 

（５）入浴 

（６）レクリエーション 

（７）送迎 

２ 前項各号に掲げるもののほか、その他の費用として利用者から次の費用の支払いを受

けるものとする。 

（１）第 9 条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う

送迎に要する費用  

（２）食事の提供に要する費用  

（３）おむつ代  

（４）日常生活に要する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められる費用 

実費 

 



 

３ 前項各号に掲げる費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意する旨の文章に

記名捺印を受けることとする。 

 

（契約書の作成） 

第８条 通所介護を開始するにあたって、本規定に沿った事業内容の詳細について利用者に契約書

の書面をもって説明し、同意を得た上で記名捺印を受けるものとする。 

 

（通常の事業実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、高崎市とする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１０条 利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、

利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けるこ

とができるよう留意するものとする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１１条 従業者は、地域密着型通所介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急

変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を

講じるものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１２条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通

報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（地域との連携等）  

第１３条 指定地域密着型通所介護事業の運営に当たっては、地域住民またはその自発的な

活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流を図るものとする。 

２ 当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の

確保を行う事を目的として、運営推進会議を設置する。 

３ 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が存在

する圏域を管轄する地域包括支援センターの職員または市町村職員、地域密着型通所介

護について知見を有する者等とし、おおむね６ヶ月に１回以上開催する。 

 

４ 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な

要望や助言等を聴く機会を設ける。 

５ 事業者は、前項の報告、評価、要望や助言等についての記録を作成するとともに、当

該記録を公表する。 

 

 

 

 



 

（苦情処理） 

第１４条 地域密着型通所介護等の提供に係わる利用者及びその家族からの苦情に対し、迅速か

つ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、提供した地域密着型通所介護等に関し、介護保険法第２３条の規定により

市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若

しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

３ 事業所は、提供した地域密着型通所介護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１５条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため

のガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目

的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者

又はその家族の了解を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とするものとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１６条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものと

する。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

２ 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市

町村に通報するものとする。 

 

 （その他運営に関する留意事項） 

第１７条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修を実施すると共に、必要な業務

体制を整備するものとする。 

２ 事業所は、地域密着型通所介護等に関する記録を整備し、サービスを提供した日から

５年間保存するものとする。 

３ この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人群馬県社会福祉事

業団と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 



 

（事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供） 

第１８条 事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の

日の１月前までに、次に掲げる事項を高崎市へ届け出なければならない。 

（１）廃止し、又は休止しようとする年月日 

（２）廃止し、又は休止しようとする理由 

（３）現に事業を受けている者に対する措置 

（４）休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  平成２１年４月１日制定 

 

 改正  

平成２４年４月１日 

平成２４年６月１日 

平成２６年４月１日 

平成２６年８月１日 

平成２７年４月１日 

平成２７年８月１日 

平成２８年４月１日 

平成２９年４月１日 

平成３０年４月１日 

令和  １年１０月１日  

令和  ２年４月１日 

令和  ２年７月１日  

令和  ２年１１月１日  

   令和  ３年４月１日  

   令和  ５年４月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙（第７条関係）  

１ 要介護者利用料金 

（１）地域密着型通所介護 基本料金（１日につき） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３～４時間未満 ４１５単位 ４７６単位 ５３８単位 ５９８単位 ６６１単位 

４～５時間未満 ４３５単位 ４９９単位 ５６４単位 ６２７単位 ６９３単位 

５～６時間未満 ６５５単位 ７７３単位 ８９３単位 １０１０単位 １１３０単位 

６～７時間未満 ６７６単位 ７９８単位 ９２２単位 １０４５単位 １１６８単位 

７～８時間未満 ７５０単位 ８８７単位 １０２８単位 １１６８単位 １３０８単位 

 

（２）加算される料金（１日につき） 

※上記料金に市町村から通知された負担割合証に応じた額が自己負担となります。 

※そのほかの加算 

１ 介護職員処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）にサービス加算率の５．９％

を乗じて算定します。 

２  介護職員等特定処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）にサービス加算

率の１．２％を乗じて算定します。  

項目 利用料金 備考 

入浴介助加算（Ⅰ） 

 
 ４０単位 入浴を利用した場合 

入浴介助加算（Ⅱ） 

 
 ５５単位 入浴計画に基づき自宅の環境を整える 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６単位 
専従(機能訓練指導員)１名以上 

計画書に基づき実施した場合 

 

サービス提供体制強化

加算Ⅰ 

い

ず

れ

か

一

つ 

 

２２単位 

以下のいずれかに該当する事 

①介護福祉士７０％以上 

②勤続１０年以上介護福祉士２５

％以上 

サービス提供体制強化

加算Ⅱ 

 

１８単位 

介護福祉士が５０％以上 

 

サービス提供体制強化

加算Ⅲ 

 

６単位  

以下のいずれかに該当する事 

①介護福祉士３０%以上 

②勤続７年以上介護福祉士３０％

以上 



 

３  地域区分加算（６級地）：所定の単位数（基本＋加算）に、サービス加算率の２.

７％を乗じて算定します。（1 単位あたりの単位１０．２７円となります） 

 ※利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合、片道につき４７単位を減算しま

す。 

２ 要支援者および事業対象者利用料金 

（１）第一号通所介護事業（予防通所介護相当サービス）基本料金（１月につき） 

項目 一ヶ月の単位数 

通所型サービス１ １，６７２単位 

通所型サービス２ ３，４２８単位 

 

（２）加算される料金（１月につき） 

項目 利用料金 備考 

運動器機能向上活動加算 通所型サービス

１．２ 

 

２２５単位 

個別計画書作成、サ

ービス実施、評価、

見直しの実施 

サービス提供体制強

化加算Ⅰ 

 

い

ず

れ

か

一

つ 

 

通所型サービス 1 

 

８８単位 

以下のいずれかに該

当する事 

①介護福祉士７０％

以上 

②勤続１０年以上介

護福祉士２５％以上 

通所型サービス 2 １７６単位 

サービス提供体制強

化加算Ⅱ 
通所型サービス 1 ７２単位 介護福祉士が５０％

以上 

通所型サービス 2 １４４単位 

サービス提供体制強

化加算Ⅲ 

 

通所型サービス 1 

 

 ２４単位 

以下のいずれかに該

当する事 

①介護福祉士３０%

以上 

②勤続７年以上介護

福祉士３０％以上 

通所型サービス 2  ４８単位 

※上記料金に市町村から通知された負担割合証に応じた額が自己負担となります。 

※その他の加算 

１ 介護職員処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）にサービス加算率の５．９％

を乗じて算定します。 

２  介護職員等特定処遇改善加算：所定の単位数（基本＋加算）にサービス加算

率の１．０％を乗じて算定します。  

３  地域久軍加算（６級地）：所定の単位数（基本＋加算）に、サービス加算

率の２ .７％乗じて算定します。（1 単位あたり１０．２７円となります） 

 

（３）介護保険対象外サービス 



 

項  目 利 用 料 金 

食費 
６４０円／日 （全額自己負担） 

１０：００までキャンセル可 

おやつ代 ６０円/日 

レクリエーション費 実費相当分 

おむつ代 

パット１枚－５０円 おむつ１枚－７０円

もしくは同等のものを持参していただ

く 

  

３ キャンセル料 

  利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

項     目 キャンセル料 

①ご利用日の前日午後５時までにご連絡いたたいた場合 無  料 

②ご利用日の当日午前９時までにご連絡いただいた場合 利用料金の１０％ 

③ご利用日の当日午前９時までにご連絡がなかった場合 利用料金の２５％ 

※上記金額は、全額自己負担となります。 


